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Smart Data Platformサービス利⽤規約 別冊(ネットワーク) Smart Data Platformサービス利⽤規約 別冊(ネットワーク) 
  

  
別紙2 インターネット/関連サービス提供条件等 
1 メニュー⼀覧 

別紙2 インターネット/関連サービス提供条件等 
1 メニュー⼀覧 

 メニュー 内   容   メニュー 内   容  
 (1)〜(7) （略） （略）   (1)〜(7) （略） （略）  
     (8) Flexible Int

ernet Gateway 
Flexible InterConnectと接続した環境からのインターネッ
ト接続機能及びセキュリティ機能等を提供するもの 

 

  
  
2 各メニュー等の提供条件等 

(1)〜(7) （略） 
 

 
 

2 各メニュー等の提供条件等 
(1)〜(7) （略） 
(8) Flexible Internet Gateway 

A 提供条件等 
(A) ⽤語の定義 

     ⽤語 ⽤語の意味  
     1 エリア 当社のサービスサイト（https://sdpf.ntt.com/）に定める

Flexible Internet Gatewayの基盤の所在地域 
 

     2 回線品⽬ Flexible Internet Gatewayの利⽤単位ごとの回線種別及び
回線帯域 

 

     3 回線種別 Flexible Internet Gatewayを利⽤した通信の通信品質  
     4 回線帯域 Flexible Internet Gatewayを利⽤した通信の符号伝送速度  
     5 UTMスペック

プラン 
Flexible Internet Gatewayの利⽤単位ごとのUTMのスペッ
クのプラン 

 

  
(B) インターネット接続機能及びセキュリティ機能に係るもの 

a 当社は、Flexible Internet Gatewayにて利⽤可能なインターネット接続機能
及びセキュリティ機能を提供します。 

 b 契約者は、Flexible Internet Gatewayの申込みにあたり、エリアを指定する
ものとします。 

 c 当社は、Flexible Internet Gatewayについて、次表に定める回線品⽬及びU

https://sdpf.ntt.com/
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TMスペックプランを提供します。 
     区  分 内   容  
     回線品⽬ 回線種別 (a) ベストエフォート（当社が指定した帯域を符号伝

送速度の最⼤値として設定するが、当該帯域を確保
するものではなく、契約者が期待する帯域を下回る
可能性があるもの。） 

(b) 帯域確保型（インターネットゲートウェイ装置と
インターネット接続点との間の区間に限り、契約者
が指定した回線帯域を確保して提供するもの。） 

 

      回線帯域 当社のサービスサイト（https://sdpf.ntt.com/）に定
めるところによります。 

 

     UTMスペックプラン (a) Small 
(b) Medium 
(c) Large 
(d) Enterprise 

 

 d 契約者は、Flexible Internet Gatewayの利⽤にあたり、当社のサービスサイ
ト（https://sdpf.ntt.com/）に定めるところにより、あらかじめ回線品⽬及び
UTMスペックプランを選択するものとします。選択した回線品⽬⼜はUTMスペ
ックプランを変更しようとする場合も同様とします。 

 e 契約者は、Flexible Internet Gatewayの利⽤にあたり、当社のサービスサイ
ト（https://sdpf.ntt.com/）に定めるところにより、この別冊の別紙1に定め
るFlexible InterConnectメニューを申込む必要があります。 

 f セキュリティ機能において提供するUTM機能は、セキュリティソフトウェアを
⽤いてWebサイト等からダウンロードされる情報に含まれるマルウェア（コン
ピュータウイルス、ワーム⼜はスパイウェア等の「悪意のあるソフトウェア」の
総称とします。以下(E)までにおいて同じとします。）の検知及び駆除、マルウェ
アの検知されたWebサイト等へのアクセス制限及びアプリケーション制御並び
にポータルサイトを通じたログ閲覧等を⾏うことができる機能とします。 

 g 当社は、セキュリティ機能のセキュリティソフトウェア等の不具合等により、
通信の切断等が発⽣した場合の損害については、当社の故意⼜は重⼤な過失に
よる場合を除き、責任を負わないものとします。 

 h セキュリティ機能により検知及び防御等が可能なWebサイトへの攻撃等は、そ

https://sdpf.ntt.com/
https://sdpf.ntt.com/
https://sdpf.ntt.com/
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の検知及び防御等の実施時においてそのセキュリティソフトウェアが対応可能
なものに限ります。 

 i 当社は、セキュリティ機能に係るマルウェアの検知及び駆除等の完全性を保証
するものではなく、検知及び駆除等ができなかったことによって、契約者に発
⽣した損害については、当社の故意⼜は重⼤な過失による場合を除き、責任を
負いません。 

  
(C) ログ機能に係るもの 

a 当社は、当社のサービスサイト（https://sdpf.ntt.com/）に掲載する内容に係
るログ閲覧機能、ログレポート機能及びログ転送機能を提供します。この場合
において、ログ閲覧機能、ログレポート機能及びログ転送機能の内容について
は保証をしないものとし、ログ閲覧機能、ログレポート機能及びログ転送機能
の利⽤に起因する契約者⼜は第三者の損害について、当社の故意⼜は重⼤な過
失による場合を除き、責任を負いません。 

 b ログ転送機能における転送先の設定については、契約者が契約者の責任におい
て⾏うものとします。 

  
(D) DNS機能に係るもの 

a 当社は、Flexible Internet GatewayにおいてDNS機能（当社のドメイン名管
理装置を⽤いてリゾルバ機能（ドメイン名を元にIPアドレスの情報の検索を⾏
う⼜はIPアドレスからドメイン名の情報の検索を⾏う等の、ドメイン名に係る
名前解決を⾏うものをいいます。）を提供するものをいいます。以下(D)におい
て同じとします。）を提供します。 

 b 当社が提供するDNS機能には、次の種類があります。 
(a) C&Cサーバ等との通信の遮断等を⾏うもの 

 DNS機能を利⽤した通信を⾏う者が当社に対してインターネット上のサー
バに対するアクセス要求をした際、マルウェアに感染すること等により、そ
の通信利⽤者がC&Cサーバ（コマンド＆コントロールサーバの略であり、外
部から侵⼊して乗っ取ったコンピュータを多数利⽤したサイバー攻撃におい
て、コンピュータ群に指令を送って制御するサーバコンピュータのことをい
います。）等とアクセスしようとする場合であって、そのアクセスを遮断する
ため、その通信利⽤者のアクセス要求に係る名前解決要求に係るドメイン情
報等について、機械的・⾃動的に検知し、当社が指定するアドレスリストとの

https://sdpf.ntt.com/
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間の照会を⾏い、当該リストにあるドメイン情報等と⼀致するときは、当該
名前解決要求に係る通信を遮断するもの（この場合において、当社は、当該通
信の遮断につき、注意喚起を⾏うことなく直ちに実施するものとします。） 

 (b) C&Cサーバ等との通信の遮断等を⾏わないもの 
 他の条件を同⼀としたまま、(a)に規定する当社が⾏う検知及び通信の遮断
等を⾏わないようにするもの 

  
(E) 情報の取得に係るもの 

a 当社は、マルウェアの検知、ログ閲覧、ログレポート⼜はログ転送等のFlexible 
Internet Gatewayに係る機能を提供する⽬的において、Flexible Internet 
Gatewayの利⽤者の通信に係るヘッダー情報⼜はデータ情報を取得するものと
します。 

 b 契約者は、aに定める事項について、あらかじめ包括的に同意するものとしま
す。 

  
B 料⾦算定⽅法 

(A) Flexible Internet Gatewayに係る利⽤料⾦は、回線品⽬とUTMスペックプラ
ンに応じてそれぞれ定めるものとし、それらを合算して適⽤します。 

  
(B) Flexible Internet Gatewayに係る利⽤料⾦は、別段の定めがない限り、1の料

⾦⽉において次表に掲げる算定⽅法及びWeb料⾦表に基づき、算出されるものと
します。 

     料⾦種別 内   容  
     ⽉額固定 1 ⽉額固定は、Web料⾦表に規定する回線品⽬とUTMスペ

ックプランの⽉額定額料⾦を⽤いて算出するものをいいま
す。 

 

      2 利⽤時間にかかわらず、Web料⾦表に規定する回線品⽬
の⽉額定額料⾦とUTMスペックプランの⽉額定額料⾦を
合算したものを⽉額料⾦として適⽤します。なお、⽉額固
定料⾦は⽇割りしません。 

 

      3 1の料⾦⽉においてFlexible Internet Gatewayに係る回
線品⽬の変更があった場合は、当社は、その料⾦⽉におい
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て利⽤した回線品⽬の料⾦を⽐較して、最も⾼い料⾦を⽉
額料⾦として適⽤します。 
UTMスペックプランの変更があった場合も同様とします。 

  
(C) 契約者は、Flexible Internet Gatewayの利⽤開始の⽇を含む料⾦⽉の翌料⾦

⽉から起算して、Flexible Internet Gatewayの利⽤終了の⽇を含む料⾦⽉までの
利⽤料⾦の⽀払いを要します。 

  
(D) 1の料⾦⽉においてFlexible Internet Gatewayの利⽤開始と利⽤終了があっ

た場合は、契約者は、その料⾦⽉において利⽤料⾦の⽀払いを要します。 
  

(E) 当社は、Flexible Internet Gatewayの⼯事費をWeb料⾦表において定めます。 
  

(F) 当社は、Flexible Internet Gatewayに係る料⾦については、共通編料⾦表通
則第1項にかかわらず⽇本時間（JST）を⽤いて計算します。 

  
 
 


